
  

仙台市国民健康保険 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）・ 

第４期特定健康診査等実施計画中間評価に係る医療費等分析業務委託仕様書 

 

 仙台市国民健康保険 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）・第４期特定健康診査

等実施計画中間評価に係る医療費等分析委託業務（以下「本業務」という。）の実施につい

ては、次のとおり行うものとする。 

 

１ 業務の名称 

  「仙台市国民健康保険 第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）・第４期特定健康

診査等実施計画中間評価に係る医療費等分析業務」 

 

２ 業務の目的 

「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者は、特定健診等の実施に関

する計画を定めることとされ、平成20年３月に「仙台市国民健康保険特定健康診査等実施

計画」、平成25年６月に「仙台市国民健康保険第２期特定健康診査等実施計画」を策定した。 

また、平成25年６月14日閣議決定の「日本再興戦略」において、医療保険者は、レセプ

ト情報等のデータ分析に基づいて保健事業をＰＤＣＡサイクルで効果的、効率的に実施す

るための「データヘルス計画」を策定し、保健事業を推進することとの方針が示され、「国

民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改正されたことを受け、平成 28

年４月、「仙台市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」を策定した。 

平成30年３月に、「仙台市国民健康保険 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）・

第３期特定健康診査等実施計画（平成30～令和５年度）」を策定。令和２年度に中間評価、

令和５年度に最終評価を行い、「仙台市国民健康保険第３期保健事業実施計画（データヘル

ス計画）・第４期特定健康診査等実施計画（令和６～令和11年度）」（以下「第３期データヘ

ルス計画等」という。）を策定し、被保険者の生活習慣病の予防、早期発見、早期治療、重

症化予防に取り組んできた。 

令和8年度には、第３期データヘルス計画等の中間評価を行い、現状に即した計画・目標

を策定し、被保険者のさらなる健康の保持増進を図る。 

 

３ 委託の期間 

  契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 業務内容 

  業務内容は、次のとおりとする。 

（１） 本市国民健康保険被保険者の特性分析項目 

本市国民健康保険被保険者、行政区別の特性、保健事業の対象における分析項目 

（２）医療費等分析項目 

   疾病別医療費・有病者数・一人当たり医療費、高額レセプトの疾病傾向、糖尿病腎症

（人工透析）の状況、重複・頻回受診状況その他必要と思われる分析項目 



  

（３）特定健康診査・特定保健指導分析項目 

   特定健康診査の受診・有所見者状況、特定保健指導の利用状況・効果その他必要と思

われる分析項目 

（４）特定健康診査・特定保健指導データとレセプトデータを組み合わせた分析項目 

   特定健康診査受診者と未受診者の医療費の状況、特定保健指導利用者と未利用者の医

療費の状況その他必要と思われる項目 

（５）糖尿病性腎症重症化予防事業における現状分析 

   生活習慣病受診者数・医療費の状況、新規人工透析患者数と医療費の状況、特定健診

検査値高値者の医療機関受診状況、人工透析患者の併発疾患、人工透析患者の eGFR と

医療費の推移（人工透析開始年度から 5 年前の eGFR と医療費の変化）その他必要と思

われる分析項目 

（６）医薬品の適正使用促進事業における現状分析 

   重複多剤服薬者、要因薬品、要因疾病の分析その他必要と思われる分析項目 

（７）地域包括ケアの現状分析 

   要介護・要支援認定者の医療費状況、要介護・要支援認定者における生活習慣病受診

者数 

（８）その他 

   分析期間については、レセプトデータが令和８年３月診療分から過去最低１年分とし、 

特定健康診査データが令和７年度受診分から過去最低１年度分とすること。 

   なお、医療費等の分析にあたっては、現行計画における分析項目を参考とすること。

また、KDB(国保データベース)システムのデータを活用すること。 

 

５ 提供データ 

（１）レセプトデータ（令和５年４月診療分～令和８年３月診療分）約 310,000 件/年 

   医科…「21_RECODEINFO_MED.CSV」 

    DPC …「22_RECODEINFO_DPC.CSV」 

   歯科…「23_RECODEINFO_DEN.CSV」 

   調剤…「24_RECODEINFO_PHA.CSV」 

（２）特定健康診査データ（令和５年度～令和７年度受診分） 約 60,000 件/年 

  特定健診受診者 CSV ファイル…「FKAC131」 

  特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル…「FKAC163」 

特定健診結果等情報作成抽出（その他の結果情報）ファイル…「FKAC164」  

特定保健指導結果等情報作成抽出（特定保健指導結果情報）ファイル…「FKAC165」 

（３）被保険者資格データ  被保険者数 約 130,000 人 

   特定健診資格情報管理…「KDIF015.csv」 

（４）KDB システム出力帳票 

   令和５年～令和７年度（３か年分）「別紙１」に記載する CSV ファイル 

（５）現行計画の電子データ 

（６）その他 



  

   中間評価に必要だと思われる帳票で、本市が準備でき、かつ使用を許諾する帳票につ

いては、本市より受託者へデータ提供することとする。 

 

６ 成果品の納品 

（１）  医療費等分析報告書（Ａ４判、印刷製本したもの）：20部 

（２）  医療費等分析報告書（電子媒体。PDF形式。） 

（３）医療費等分析結果（電子媒体。PowerPoint及びExcel形式。） 

（４）データ分析の過程で得られた統計資料等（電子媒体。Microsoft Excel形式。） 

 

７ 納品期限 

  分析終了したものから分割納品が望ましい。 

最終納品期限：令和８年10月23日（金） 

 

８ 契約後のスケジュール（予定） 

  令和８年 ６月   データ提供 

       10月   医療費等分析報告書納品、分析結果の報告 

11～３月 分析結果に対する照会への対応 

 

９ 再委託の禁止  

 実施機関は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、業務

の一部（主たる部分※を除く。）について事前に書面で申請し、発注者の書面による

承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

10 成果品の利用及び著作権 

（１）受託者は、本市に対し、本業務の成果品に関するすべての著作権（著作権法（昭和45 

年法律第48号）第27条及び第28条に定める権利を含む。）を譲渡するものとする。 

（２）本市は、本業務の成果品の改変を行うことができるものとし、受託者は、本業務の成 

果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 

（３）受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に 

関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

 

11 個人情報の保護 

  本業務実施にあたっては、「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「情報システム

処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」及び「個人情報の取扱いに関

する特記仕様書」、「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の内容を遵守すること。 

  ※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照のこと。    

http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html 

  ※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、下記

アドレスを参照のこと。  

http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html


  

https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelin

es.html 

 

12 クラウドサービスの利用 

 本業務の実施にあたって、クラウドサービスを利用する場合は、以下に示す要件を

満たすクラウドサービスを利用すること。一部満たせない要件がある場合は事前に仙

台市と相談するものとし、承認を得られないクラウドサービスは利用してはならない。 

（１）個人情報を閲覧できるシステム管理者等がサービスを利用する場合に、複数

要素認証が行われること。 

（２）クラウドサービスの利用にかかる法律関係は、国内法が適用されること。 

（３）裁判管轄として国内の裁判所が指定されていること。 

（４）事業の実施場所は国内であること。バックアップを含めデータが保存される 

   データセンターのリージョンは国内のみであること。 

（５）管理端末とクラウドサービスが提供するサイバー空間に至る情報の流通経路

全般にわたり、通信が暗号化されていること。 

（６）クラウドサービス上に保存されるデータが暗号化されていること。 

（７）契約終了時において、クラウドサービスに保存したデータの消去ならびにデ 

   ―タ再現不可能性にかかる確実性が担保されていること。（具体的には、デー

タ消去はNIST-SP800-88、又はDoD5220-22M の規格に準拠した  

  方法にて行い、そのことについて消去証明書を提出できること。） 

 

13 その他 

  この業務委託仕様書に定めのない事項及び様式等は、必要に応じ、本市と受託者が協議 

 の上、定める。 

https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html
https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html


  

別紙１ データの範囲及びデータの種類等 

 

 

 

No 帳票 ID KDB 帳票名(CSV) 

1 P21-001 地域の全体像の把握 

2 P21-003 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 

3 P21-006_1 人口及び被保険者の状況_1 

4 P21-006_2 人口及び被保険者の状況_2 

5 P21-007 質問票調査の状況 

6 P21-008 健診の状況 

7 P21-024 厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況(男女別・年代別) 

8 P21-025 厚生労働省様式5-3 メタボリックシンドローム該当者・予備群 

9 P21-027 厚生労働省様式5-5 糖尿病生活習慣病予防のための健診・保健指導 

10 P23-001 医療費分析(1)細小分類 

11 P23-003 疾病別医療費分析(大分類) 

12 P23-004 疾病別医療費分析(中分類) 

13 P23-005 疾病別医療費分析（細小（８２）分類） 

14 P23-006 疾病別医療費分析(生活習慣病) 

15 P24-001 要介護（支援）者認定状況 

16 P27—012 重複・頻回受診の状況 

17 P27—013 重複・多剤処方の状況 

18 P29-001 健康スコアリング（健診） 

19 P29-002 健康スコアリング（医療） 


